
高知県立大学総合情報センター･高知短期大学総合情報センター運営委員会細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター規程第３条第

３項に基づき、高知県立大学総合情報センター・高知短期大学総合情報センター運営委員会（以

下「委員会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議し、実施する。 

（１）総合情報センターの管理運営の方針及び利用計画に関すること 

（２）総合情報センターに関する予算及び決算にかかわること 

（３）施設・設備の整備計画に関すること 

（４）図書館資料の収集、整理、保存、閲覧及び調査に関すること 

（５）情報処理システムの維持、管理及び運営の方針に関すること 

（６）学術情報処理の方針に関すること 

（７）情報処理利用者教育の方針に関すること 

（８）その他総合情報センターの運営に関し必要な事項 

２ 委員会は、前項の事項に関して審議し、実施した内容を自己点検・評価しなければならない。 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１）総合情報センター長 

（２）総合情報センター専任の教員 

（３）高知県立大学の各学部から１名 

（４）高知県立大学地域教育研究センターから１名 

（５）高知県立大学大学院の各研究科から１名 

（６）高知短期大学教員から２名 

（７）第７条において設置する情報処理部会の長 

（８）高知県立大学図書情報部長 

（９）高知短期大学図書情報部長 

（１０）その他総合情報センター長が必要と認める者 
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（任期） 

第４条 前条第３号から第６号の委員（この条において「選出委員」という。）の任期は、２年とす

る。 

２ 選出委員は、再任されることができる。 

３ 選出委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１名を置く。 

２ 委員長は、総合情報センター長をもって充てる。 

３ 副委員長は、委員の互選により選出する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させることができる。 

（部会） 

第７条 委員会に図書部会及び情報処理部会を置く。 

２ 部会に関して必要な事項は、別に定める。 

（事務） 

第８条 委員会に関する事務は、高知県立大学図書情報部及び高知短期大学図書情報部において処理

する。 

（雑則） 

第９条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 

 この細則は、平成２７年１１月２６日から施行する。 

附 則 

 この細則は、平成２８年２月１６日から施行する。 

 


